
 令和元年 10 月 1 日 料金改定  

指定管理者 

野球場・球技場・テニスコート・地域体育館の利用料金一覧 
（表中の金額の単位＝円） 

＜野球場＞ 

施 設 名 種  別 面数 

施設利用料 
（１面１時間につき） 

夜間照明設備 

利用料 

(１面１時間につき) 平  日 土・日・祝 

岡崎公園 野球場 1 2,090 円 3,450 円   

吉祥院公園 野球場 1 2,090 円 3,450 円   

岩倉東公園 野球場(※1) 2 1,670 円 2,720 円   

一乗寺公園 野球場 1 1,670 円 2,720 円   

三栖公園 野球場 1 1,670 円 2,720 円   

桂川緑地久我橋

東詰公園 

運動場兼ソフトボー

ル場(※2) 
1 830 円 2,720 円   

殿田公園 野球場 2 1,670 円 2,720 円   

上鳥羽公園 野球場 1 1,670 円 2,720 円   

京北運動公園 野球場 
8：30～17：30 

1 
520 円 

3,660 円 

17：30～22：30 730 円 

(※1)＝岩倉東公園を、サッカーなどでご利用の場合は、1 面となります。 

(※2)＝桂川緑地久我橋東詰公園の運動場兼ソフトボール場は、ラグビー・少年野球・ソフト

ボールでの利用が可能です。 

 

○付属設備を利用される場合 

施設利用料金に加えて，付属設備の利用料金をお支払いただく必要があります。 

付属設備の内容及び料金については，各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

 



＜球技場＞  

施 設 名 種  別 面数 

施設利用料 
（１面１時間につき） 

夜間照明設備 

利用料 

(１面１時間につき) 平  日 土・日・祝 

下鳥羽公園 球技場 1 2,610 円 3,660 円 830 円 

吉祥院公園 
球技場 

全面 1 3,340 円 5,430 円 620 円  

半面 2 1,670 円 2,710 円 310 円  

ミニコート 4 1,010 円 1,520 円 310 円 

桂川緑地久我橋

東詰公園 

第 1：球技場 1 830 円 2,720 円   

第 2：少年サッカー場 2 730 円 2,200 円   

第 3：フットサル場 3 520 円 1,780 円   

○付属設備を利用される場合 

施設利用料金に加えて，付属設備の利用料金をお支払いただく必要があります。 

付属設備の内容及び料金については，各施設にお問い合わせください。 

 

＜テニスコート＞ 

施 設 名 種  別 面数 

施設利用料 
（１面１時間につき） 

夜間照明設備 

利用料 

(１面１時間につき) 平  日 土・日・祝 

岡崎公園 テニスコート 2 1,670 円 2,090 円 310 円 

三栖公園 テニスコート 4 1,670 円 2,090 円   

桂川緑地久我橋

東詰公園 
テニスコート 8 730 円 940 円  

京北運動公園 テニスコート 5 520 円 410 円 

 

 

 

 



＜地域体育館＞ 

施 設 名 種  別 

施設利用料 
（１面１時間につき） 

平  日 土・日・祝 

東山地域体育館 

全面 1,570 円 1,880 円 

2 分の 1 面 830 円 940 円 

4 分の 1 面 410 円 520 円 

下京地域体育館 

全面 1,570 円 1,880 円 

2 分の 1 面 830 円 940 円 

4 分の 1 面 410 円 520 円 

吉祥院地域体育館 全面 830 円 940 円 

左京地域体育館 全面 830 円 940 円 

伏見北部地域体育館 全面 830 円 940 円 

○付属設備を利用される場合 

施設利用料金に加えて，付属設備の利用料金をお支払いただく必要があります。 

付属設備の内容及び料金については，各施設にお問い合わせください。 

 

 


